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「大阪市地域福祉基本計画（素案）」に対するパブリック・コメント意見一覧 
意見要旨 大阪市の考え方 

第１章 計画の考え方（７件）  

１ 計画策定の背景と趣旨（１件）  

・「だれもが住み慣れた地域で、自分らしく安心
して暮らし続けていくためには」との冒頭の
文章は、転居者に思いが伝わらず、他者を排
除する差別的な表現である。大阪市には、他
府県や海外からの転入者、東北大震災の避難
者も暮らしており、だれもが安心して暮らし
続けることを目指した、他者を排除しない政
策。LGBT、貧困者、人種、その他差異を抱え
たすべての人、新しく市民に加わった人たち
も含め、だれもが住みやすい地域を推進して
いく地域福祉が必要との思いが伝えられる文
章として欲しい。 

・冒頭の文章は、本計画の基本理念「だれもが住
み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続
けられるまちづくり」からの表現です。 
基本理念には、人権尊重、住民主体の地域づく
り、ソーシャル・インクルージョン、福祉コミ
ュニティ形成、多様な主体の協働（マルチパー
トナーシップ）の 5つの基本的な考え方が含ま
れており、国が掲げる「地域共生社会」や「大
阪市基本構想」に掲げるめざすべき都市像の１
つ、「暮らしたい、訪れたい、魅力あふれる大
阪」の考え方を踏まえ、地域に関わるすべての
人が、共に地域福祉の推進に取り組んでいくと
いう思いを込めたものですのでご理解いただ
きますようお願いします。 

２ 計画の位置づけ（５件）  

【地域福祉基本計画の位置づけ】 
・大阪市では、地域福祉に関する市レベルの計画
は策定せず、各区で地域福祉計画（地域福祉ビ
ジョン等）の策定が進められていると聞いてい
た。なぜ、今、市レベルの計画として「大阪市
地域福祉基本計画」を策定する必要があるの
か。また、私が居住する中央区では、地域福祉
ビジョンが策定されているのか。 

 
・本市では、各区において区の実情にあった、区
地域福祉計画等を順次策定し、特色ある地域福
祉の取り組みを進めていますが、福祉人材の育
成など各区に共通する課題や、法制度改正等へ
の対応など基礎的な部分については、市域全体
で取り組んでいく必要があります。そのため、
基本理念や市域全体で実施すべき基礎的な取
り組み等を示し、各区の取り組みを支える計画
として、本計画を策定することとしました。な
お、中央区については、平成 29 年 12月に「中
央区地域福祉ビジョン」が策定されました。 

【分野別計画・関連計画等との関係】 
・地下鉄のエレベーターに乗る際に、かなり遠回
りが必要な駅については、高齢者、障がい者が
円滑に利用できるよう改善してほしい。 

・地域の人口急増に伴い、交通量が増加し、小学
校の運動場も狭隘になるなど、地域で対応し切
れず住みにくくなっており改善してほしい。 

・教育・こどもの支援に関して、各関係機関で情
報の共有が円滑にできるようになれば良い。 

・こどもの放課後事業は、①留守家庭の小学校低
学年のこどもたちを夕方まで預かる民間の「留
守家庭児童対策事業（学童保育）」、②空き教室
で小学生を預かる「児童いきいき放課後事業」
があるが、「こどもの家事業」（利用無料・実費
負担）は、平成 26 年度に学童保育に統合され
廃止されている。 
しかしながら「こどもの家事業」は、利用者の
年齢も 0 歳～18 歳までと広く、こどもと保護
者たちの相談所であり、なにより様々な課題を
抱えたこどもたちの「地域の居場所」であった。
計画における実態調査で触れられているよう
に、経済的困窮と社会的困窮に一定の相関関係 

 
・本計画は、地域という視点から各分野別計画を
横断的につなぐことで、年齢や性別、障がいの
有無、生活課題の違いにかかわらず、すべての
人の地域生活を支えるものです。 
各分野に関する具体的な支援策は分野別計画
に基づき施策を進めることとしています。 

資料１－２ 
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が窺われていることからも、こどもと保護者の
地域の居場所つくりを、再度検討いただきた
い。 

 

４ 圏域の考え方（１件）  

・各圏域の説明のうち、隣近所の特性について、
「社会資源は限定的。」とは誰から見てのもの
か。また、地域によって違いがあるので断定し
た表記は適当ではないのではないか。 

・本計画では、「隣近所」から「市域」まで、様々
な圏域の記載をしておりますが、それらのう
ち、「隣近所」が最も小さな圏域であることか
ら他の圏域と比較して「社会資源は限定的」と
しているところです。 

第３章 計画の基本理念と基本目標（18 件）  

２ 基本理念の考え方（３件）  

【人権尊重の考え方】 
・LGBT・犯罪被害者に対する偏見・排除等が課題
として明確にされている点は評価するが、これ
らの課題に対してどう対応していくか、具体的
な方策を計画に記載すべき。 

 

 
・「人権尊重」は、本計画に基づく取り組みを進
めるうえでベースとなる考え方です。 
具体的な施策については、「大阪市人権行政推
進計画～人権ナビゲーション～」に基づき取り
組みを進めているところです。 

【住民主体の地域づくりの考え方】 
・住民主体と言うが、中心部ではタワーマンショ
ンの建設が進み、核家族化も進行するなか、福
祉コミュニティの形成が難しくなっていると
いった議論は、過去よりずっとされている。 
計画に記載されている観念的なことは実現が
可能なのか、中間目標などを示して欲しい。 

 
・本市では、住民が、主体的に、生活しやすい地
域づくりに関わることができる地域をめざし
ており、本計画においても、住民主体の地域課
題の解決力強化に向けて、さまざまな取り組み
を進めていくこととしております。 
また、計画の推進・評価については、年度ごと
に PDCA サイクルを活用しながら効果的に取り
組んでまいります。 

【多様な主体の協働（ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）の考え方】 
・司法書士は、成年後見業務などを通じて社会 

福祉関係者と連携を構築している。地域福祉の
担い手として、住民、NPO、社会福祉事業者、
企業の他に、司法書士などの法律専門職団体も
明記すべきである。 

 

 
・「多様な主体の協働（マルチパートナーシッ
プ）」は、本計画に基づく取り組みを進めるう
えでベースとなる考え方です。 
本計画における「住民、NPO、社会福祉事業者、
企業等」との記載は、協働する団体等を限定す
るものではなく、あくまで例示として記載して
いるところです。 

基本目標１ みんなで支え合う地域づくり（８件） 

１ 住民主体の地域課題の解決力強化  

【地域での支え合い、助け合いの意識づくり】 
・計画素案には、地域社協や町会組織の担い手不
足や組織の弱体化のようなニュアンスが記載
されているが、そもそも大阪市は地縁組織が不
要との認識ではなかったのか。 
今さら、地域社協や町会の必要性を計画にうた
われても、簡単に元に戻るものではない。 

 
・本市では、平成 24年 7月に策定した「市政改
革プラン」に基づき、「大きな公共を担う活力
ある地域社会づくり」を進めるため、多様な
活動主体が参画して地域課題に取り組むなど
地域活動協議会の形成の促進に取り組んでき
ました。この地域活動協議会では、これまで
市民の福祉の向上や市の発展に大きな役割を
担ってこられた既存の地域団体に加えて、市
民、NPO、企業など様々な活動主体が幅広く参
画し、開かれた組織運営と会計の透明性を確
保しながら、新たな課題も含めた地域課題に
取り組むことによって、拡大し続ける「公
共」の分野を支える担い手となっていただく
ためのしくみです。本計画でも同様に、地縁
組織はもちろんのこと、多様な主体が協働し 
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 て地域福祉課題の解決に取り組むことを記載
しているところです。 

【地域福祉活動への参加の促進】 
・｢ニッポン一億総活躍プラン｣では、寄付文化を
醸成し、NPO との連携や民間資金の活用を図る
ことが求められているが、計画素案では、地域
福祉を推進するための財源について触れられ
ていない。 
また、社会福祉法第十章では、｢地域福祉の推
進｣として、第一節｢地域福祉計画｣、第二節｢社
会福祉協議会｣、第三節｢共同募金｣が規定され
ており、これら 3つは地域福祉推進のうえで三
位一体のものといえることから、共同募金など
の民間資金について記載が必要ではないか。 

・P75の 3行目「加えて、これまで支援される側
と考えられ～」という文章の「支援される」と
いう表現は少々きついので、「支援を受ける側」
などマイルドな表現の方が良いのではないか。 

・ボランティア情報の発信に際しては、普段から
ボランティアを意識している市民ばかりでは
ないので、行政のホームページや広報紙に加え
て、例えば、商業施設など行政以外にも協力を
仰ぎ、日常生活で目に入るよう工夫したり、「見
たい、繋がりたい」と感じさせるものを盛り込
んだ ICT の活用をするなど、民間企業の広報戦
略のような柔軟な発想が必要。 

 
 

・地域福祉活動の担い手が高齢化しており、新た
な担い手の育成が必要である。地域福祉活動の
担い手に対して、何かメリットとなるしくみが
作れないか。 

 
・地域の課題を地域で解決するための財源確保
の取り組みは、本市としても重要であると考
えており、本計画では、「寄付文化の醸成のた
めの取り組み」や、「市民活動の持続的な実施
に向けた支援」などに取り組むこととしてい
ます。 
また、社会福祉法で規定されている共同募金
に関しては、第２章の「地域における団体等
の活動の状況」において詳細な記載をしてい
るところです。ご意見を踏まえ、今後の取り
組みを推進してまいります。 

・ご意見を踏まえ、「支援を受ける側」に修正し
ます。 

 
 

・ご意見のとおり、ボランティア活動に参加す
るきっかけづくりには、情報発信が重要であ
ると考えています。 
本計画では、ICTなども活用しながら、あら
ゆる世代の住民に、地域での支え合い、助け
合いの意識づくりと、地域福祉活動に参加す
るきっかけをつくり、新たな活動の担い手づ
くりに取り組むこととしております。ご意見
を踏まえ、今後の取り組みを推進してまいり
ます。 

・地域福祉活動は、身近な地域に暮らす者同士
で「つながり」の大切さを実感しながら、地
域全体でさまざまな課題の解決に取り組むも
のであり、本計画に基づき、新たな活動の担
い手づくりに取り組んでまいります。 

【専門職による地域福祉活動への支援について】 
・現状は、地域と福祉の連携ができていない。 

専門性があるからといって、地域との連携を福
祉職ばかりに押し付けられても、現場を抱えな
がら、限られた労働時間の中で対応することは
難しいと思う。 
計画の理念はわかるが、実現は難しいのではな
いか。 

・町会等で地域活動をしていると、以前は積極的
に区役所職員（振興町会担当）が来てくれ励み
になったし、顔見知りになれば次に繋がりやす
くなる。社協への丸投げ感を感じる。 
やはり行政の方が来て一緒に地域推進を行え
ばこんな良い事はありません。 

 
 
 
 
 

 
・本計画では、住民主体の取り組みを推進するた
め、区社会福祉協議会の地域支援担当職員（コ
ミュニティワーカー）をはじめ、生活支援コー
ディネーターなどの福祉専門職が、地域包括支
援センターなどと連携しながら支援の充実を
図ることとしております。 

 

・孤立死や認知症高齢者に関する見守りの取り
組みなどは、地域の力がなくては成り立たない
ものであり、地域における主体的な活動と、行
政施策との役割分担や関係性について丁寧に
説明し、地域と行政が信頼関係のもと、協働し
て地域福祉を推進していくことが重要と考え
ております。そのため、本計画では、「みんな
で支え合う地域づくり」を基本目標の 1つに掲
げ、住民主体の地域福祉活動への支援や、多様
な主体の参加と協働を推進するため、様々な取
り組みを進めることとしております。 
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・生活支援コーディネーター設置は高齢者支援
の中心となっているように見えるが、横断的な
支援には困りごとの分野を超えて総合的な課
題の解決にあたる「まとめ役」が必要であり、
モデル地域のようなスーパーバイザー設置を
さらに進めるべきである。 

・本計画では、複合的な課題等を抱えた人への支
援については、生活困窮者自立支援事業との連
携状況も含め、モデル事業における効果検証を
行ったうえで、各区に対して必要な機能と、実
施に向けた選択肢を示すなど、相談支援機関・
地域・行政が一体となった総合的な相談支援体
制の整備を進めることとしております。 

基本目標２ 新しい地域包括支援体制の確立（７件） 

１ 地域における見守り活動の充実  

・民生委員・児童委員を紹介するコラムが掲載さ
れているが、民生委員の説明として重要な①特
別職の地方公務員であること、②守秘義務があ
ること、③無報酬のボランティアであること、
の 3点を追記すべきである。 
また、コラムの掲載位置について、第２章に民
生委員・児童委員活動の内容別相談・支援件数
が掲載されているので、その次の頁に移動させ
るほうが市民にとってわかりやすくなる。 

・民生委員・児童委員のなり手不足や高齢化につ
いて、地域住民の自主性や自律はもちろん大切
だが、だれも担い手がいない地域では、行政の
責任において自治体職員が担い手とならざる
を得ないのではないか。 

・民生委員・児童委員は、地域住民と同じ立場で
相談にのり、必要な福祉サービス等が受けられ
るよう、関係機関へつなぐ役割を果たすととも
に、高齢者や障がい者世帯等の見守りや安否確
認などにも重要な役割を果たしています。 
民生委員・児童委員を幅広く市民に周知する観
点から、ご意見を踏まえて、コラムの内容にご
意見の 3 点を追記するとともに、掲載位置につ
いても変更いたします。 

・民生委員・児童委員のなり手不足や高齢化に
よる活動の負担感が増えていることから、計
画に基づき、参加しやすく活動しやすい環境
づくりを進めてまいります。 

 

２ 相談支援体制の充実  

【生活困窮者自立支援制度との連携】 
・生活困窮者支援には多重債務の法的解決が重
要であるため、弁護士や司法書士へのつなぎ
を明記すべき。 

 

・小さい子どものいる家庭は相談が困難な場合
も多いため、子ども自立アシスト事業対象に
小学生以下の子どもがいる世帯も含めるべ
き。 

 
・ご意見のとおり、生活困窮者支援において、
多重債務者への法的観点からの支援は重要で
す。そのため、家計相談支援事業及び法律相
談事業を効果的に実施してまいります。 

・子ども自立アシスト事業は、貧困の連鎖を断
ち切る観点から、家庭環境等に課題があり、
進学や将来の就労意欲が低い中学生のこども
がいる世帯を対象としています。 

【こどもの貧困対策との連携】 
・計画素案では、こどもの貧困対策の入り口が学
校になっているが、他にも様々な場面におい
て、自治体に相談し、適切な支援につなげる必
要がある。 

・学校だけでなく、児童館やこども食堂など家庭
的に課題を抱えているこどもが居る可能性の
ある場所も含む方が良いのではないか。 

・学校との連携は、教育分野と福祉分野だけでは
なく、法律分野においても必要であるので、そ
の旨を明記すべきである。 
特にこどもの貧困については、借金・労働・DV・
離婚など法的解決が不可欠なものが関与して
いることが多く、学校から法律専門職につなが
るルートも用意しておくべきである。 
 
 

 
・本計画は、こどもの貧困の課題の解消に向け
て策定中の「大阪市こどもの貧困対策推進計
画」と連携してすすめていくこととしており
ます。 
「大阪市こどもの貧困対策推進計画」では、各
区保健福祉センターにおいて、子育てに関する
総合的な相談や支援を行うとともに、地域や関
係機関が連携し、身近な地域において適切な相
談や支援が受けられるよう取り組むこととし
ています。また、こどもの貧困問題は、子育て、
教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的に
絡み合っていることから、適切な支援につなぐ
ことが必要との認識に立ち、社会全体でこども
や青少年、保護者を支援する取組みを推進する
こととしています。 
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第４章 各区に共通する課題等への具体的な取り組み（12 件） 

１ 相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相談支援体制の整備（７件） 

１－１ 要援護者の発見と地域における見守り体制の強化 

・「見守り相談室」の取り組みのなかでも、特に
「認知症高齢者等を見守るための体制の強化」
においては、包括ケアシステムとの連動、とり
わけ地域包括支援センターとの連携が必要だ
が、具体的に触れられていない。 
本事業がタテ割事業とならないよう、身近な地
域や他機関と連携して取り組むことが重要。 

・税金や保険料、市営住宅家賃など各種料金の滞
納者の中には、複合的な課題を抱えた要支援者
が含まれる可能性が高いので、「見守り相談室」
の支援対象者に加え、庁内連携によって情報共
有し、発見・支援する体制を構築するべき。 

・「見守り相談室」では、身近な地域や関係機関
との連携をもとに、地域における要援護者への
支援や、地域の見守り活動の強化を図ることが
重要であり、これまでも取り組みを進めてきま
した。ご意見を踏まえ、「地域包括支援センタ
ーや区障がい者基幹相談支援センターなどの
相談支援機関と連携し、」を文言追記します。 

・「見守り相談室」では、災害時の避難支援にも
つながるよう「避難行動要支援者名簿」をもと
に、要援護者へのアプローチを行っています
が、地域や関係機関との連携や情報共有を行う
ことによって、名簿の対象とならない要援護者
を発見し、支援につなげています。 

１－２ 複合的な課題を抱えた人への支援体制の構築 

・人口数の多い地域においては、複雑な課題を抱
えた相談が多いと思われる。形式的な計画を作
成し、表面的に対応するのではなく、相談を受
けた人がその都度、その状況に応じて個別に最
善の解決手段をとるべき。 

 
 
 
 
 
 

・計画で示されているとおり、小学校圏域での
「地域の支え合い活動」を発展させるために
は、地域住民の主体的な取り組みや、それをＣ
ＳＷ等の専門職が支える仕組みが重要となる。 
身近な地域において、住民主体の取組みとして
「総合的な支援調整の場」が開催され、その場
に専門機関や行政が対等な関係で参加するこ
とが重要であり、それら実際の支援活動を通じ
て、地域の人材の発掘・育成が進み、地域の福
祉力の向上につながるのではないか。 

・ご意見のとおり、福祉課題が一層複雑化・多様
化・深刻化するなか、高齢者や障がい者、子育
て等の分野別の相談支援機関だけでは解決で
きない複合的な課題を抱えた方を支援するし
くみが求められています。 
そのため、本計画においては基本目標として
「相談支援体制の充実」を掲げており、さまざ
まな分野の相談支援機関や地域の関係者が分
野を越えて連携し、複合的な課題を抱えた方に
対し、その状況に応じて包括的に支援するしく
みづくりに取り組んでいくこととしています。 

・本計画においては、小地域（概ね小学校区）を、
地域福祉を推進する基本圏域と位置づけてお
り、小地域における見守りネットワークを強化
するため、各区に「見守り相談室」を設置し、
地域包括支援センターの担当圏域に応じて配
置したＣＳＷが地域の見守り活動と連携して
取り組みを進めています。また、複合的な課題
を抱えた人を支援するためにモデル事業を実
施し、「総合的な支援調整の場」の開催に取り
組んでいます。こうした取り組みの相乗効果に
より「地域の福祉力の向上」を図ることとして、
相談支援機関・地域・行政が一体となった総合
的な相談支援体制の整備に向けて様々な取り
組みを進めています。 
ご意見にありますように、人材の育成は重要と
考えており、モデル事業では区内の状況に通じ
た専門家等（スーパーバイザー）を派遣し、区
職員、相談支援機関、地域関係者に対する研修
会の企画立案等や、連携強化やスキルアップの
ために専門的な見地からの助言、指導を行って
います。いただいたご意見を踏まえ、取り組み
を推進してまいります。 
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・総合的な相談支援体制を整備するためには、現
状では、地域の理解や協力を得るための周知や
広報活動が不足しており、相談支援を行う人材
も育成していくべき。 
計画を正しく深く理解し、それぞれが個々の役
割や職責を意識する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
・早期の問題発見・解決に向けて、アウトリーチ
の段階から法律専門職と福祉担当者が協働す
る取り組みについて検討すべき。 
また、いざというときにスムーズに連携が図ら
れるためには、あらかじめ地域の支援者・支援
団体と顔が見えるつながりを構築しておく必
要があるのではないか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・モデル事業の効果等の分析と検証を早急に進
め、市全域で適切な支援につなげるしくみを早
急に構築するべきである。 
支援が認められなかった場合の苦情解決や不
服申立の仕組み、生活保護の要件を満たしてい
る相談者が生活困窮者自立支援窓口に誘導さ
れていないか検証が必要である。 

・ご意見のとおり、本市がめざす「相談支援機関・
地域・行政が一体となった総合的な相談支援体
制の構築」に向けて、その担い手の育成・確保
が極めて重要となります。 
今後、本計画に基づき、地域福祉活動の担い手
としての市民、福祉サービスの提供や専門的な
相談支援に応じることができる福祉専門職、虐
待への対応や複合的な課題に対応するため相
談支援機関の連携を主導する役割を担う行政
職員、それぞれにおいて、地域福祉を推進する
ために人材の育成・確保の取り組みを進めてま
いります。 

・ご意見のとおり、複合的な課題を抱えた方の中
には、法的な観点での課題解決が必要な場合も
多いことから、モデル事業においては、専門的
な助言を行うスーパーバイザーとして、弁護士
が区保健福祉センターを支援しています。 
また、複合的な課題を抱えた方を支援するため
には、相談支援機関・地域・行政、それぞれの
関係者が日頃から関係づくりを行うことが重
要となります。 
そのため、モデル事業においては、区保健福祉
センターが中心となり、相談支援機関・地域関
係者等との協働のもと、地域の課題を共有する
とともに、課題の解決に向けたツール等の開発
に取り組んでおり、こうした場を通じ、関係者
の顔の見える関係づくりを行っています。 

・現在、国においては、社会福祉法の改正等、市
町村における包括的支援体制の構築に向けた
体制整備が進められています。 
これら国の動向も注視しながら、モデル事業の
効果や実施手法等の検証を行うとともに、区や
地域の実情に応じて取組みが展開されるよう、
モデル事業の成果や見えてきた課題等を全区
で情報共有するなど、包括的支援体制の構築に
向けて市全体で取り組んでまいります。 
なお、自立相談支援機関では、要保護状態の可
能性が認められる相談者で希望があった場合、
速やかに生活保護相談につないでいます。 

２ 福祉人材の育成・確保（２件）  

２－２ 福祉専門職の育成・確保  

・すばらしい計画だと思う。 
福祉現場の賃金や労働環境を整えるとともに、
65 歳以上の高齢者にもやりがいの場をつくっ
て欲しい。 

・本計画では、福祉専門職の「やりがい」や「専
門性」を支え、育成・定着を図る取り組みを実
施することとしております。 
また、元気な高齢者が支援する側として活動す
ることは、高齢者自身の生きがいや居場所づく
り、介護予防につながることから、これまでの
知識や経験を活かして、地域福祉活動に参加で
きるようなきっかけづくり、環境を整備してま
いります。 
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２－３ 行政職員の専門性の向上  

・地域福祉活動の担い手や相談支援機関の職員
の育成・確保は大切であるが、まずは公的機関
の職員の専門性を向上させる必要があるので
はないか。 

・福祉に関する法や制度が大きく変化するなか、
福祉施策に携わる行政職員には、様々な分野に
またがる広範な知識や、支援を必要とする人に
対する相談支援のノウハウを備えていること
が求められます。 
本計画においては、「各区に共通する課題等へ
の具体的な取り組み」として、「福祉人材の育
成・確保」を進めることとしており、今後、計
画に基づき、行政職員の専門性の向上に向け
て、より専門性の高い職員の確保や、採用後の
スキルアップ、計画的な人事異動など、さまざ
まな観点で取り組みを進めてまいります。 

３ 権利擁護の取り組みの充実（３件）  

３－１ 虐待防止に向けた地域連携の推進  

・関係機関が適切に連携協働できるよう、ネット
ワークの構築のみならず、普段から顔の見える
関係を作り相互理解を図ることができるよう
な施策を進めるべき。 

 
 
 

施設従事者等が通報義務を果たすためには、通
報義務の周知徹底のみならず、虐待に対する理
解を深めることが必要である。 
施設での教育のみでなく外部研修等の機会を
設けるべきである。 
 

・ご意見のとおり、地域における個別支援や会議
等を通じて関係機関同士の顔の見える関係を
作り、相互理解を図っていくことは大変重要で
あると考えております。計画に沿ってネットワ
ークを構築し、支援の必要な方を早期に発見し
支援するしくみづくりに取り組んでまいりま
す。 

ご意見のとおり、大阪市では集団指導や実地指
導、監査などの機会を通して、外部講師等によ
る、虐待防止や従事者の通報義務・ストレス対
策について啓発を図るとともに、集団指導時に
併せて、人権擁護に関する研修会を実施するな
ど虐待防止に関する研修等の取り組みを進め
ています。 

３－２ 成年後見制度の利用促進  

・ケアマネジャーによる金銭管理やあんしんさ
ぽーと事業につながない、本人の意見を反映さ
せないなど、ケアマネジャーの対応に問題があ
る。相談支援機関も実情を把握していながら、
未だに改善することができていない。 
このような地域の実情の中で、本人を中心とす
る「チーム」の形成は望めない。 

・経済的困窮者が成年後見制度を利用するにあ
たっての公的な助成が十分ではないため、引き
受け手がおらず適切な支援に繋がっていない
例も多く存在する。また、制度利用開始にあた
っては、親族申立に対する助成がないために申
立人が見つからず、選択肢が市長申立に限ら
れ、結果的に制度利用に繋がっていない一因で
あることも課題である。 
市長申立事案のみでなく、専門職後見人への報
酬助成も担保すべきである。 

権利擁護の必要な方をより早期から支援につ
なげるには、法定成年後見制度における保佐・
補助の活用だけでなく、任意後見制度の活用も
有効であるため、任意後見制度の普及について
も加えるべきである。 

・「チーム」の形成にあたっては、権利擁護支援
の必要な方に早い段階で気づき支援する体制
を構築するため、関係機関等に対して研修を実
施して、取り組みを進めてまいります。 

 
 
 

・本市では、成年後見制度利用支援事業として、
市長申立事案における申立費用及び後見人報
酬の助成を行っています。いただいたご意見に
つきましては、本計画の成年後見制度の利用促
進の取り組みを進める中で、評価、検討を進め
てまいります。 

 
 
 
 

自己決定権の尊重を推進する観点から、ご意見
を踏まえ、任意後見制度の普及について追記い
たします。 
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その他（４件）  

・計画が理念的で難しい。 
・計画を作成しても、それを広く市民に周知し、
理解してもらえるようにしなければ意味がな
い。 

・社会全般の改革に関するご意見 
・医療（統合失調症に対する治療法）に関するご
意見 

・計画の内容を広く市民に知っていただけるよ
う、ご意見を踏まえ、わかりやすい概要版を作
成のうえ周知に努めてまいります。 

 

・ご意見としてお伺いいたしました。 

 


